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公立学校共済組合では、福祉事業の一環として、宿泊・保養施設「公立共済やすらぎの宿」 

を経営しています。 

 「公立共済やすらぎの宿」のホームページでは、全国の施設や宿泊プランの検索、宿泊予約がで

きますので、ぜひご利用ください。 

 

 

 

 

 

            

１ 組合員が利用するとき 

  組合員（任意継続組合員を含む。）及びその家族は、組合員料金（割引料金）で宿泊す 

ることができます。施設に到着した際に、フロントで本人資格確認書類等※を提示してく 

ださい。 

  なお、組合員料金は施設ごとに異なりますので、予約の際に確認してください。 

 

２ 退職後に利用するとき 

 退職者及びその家族が､在職中と同様に組合員料金でご利用いただくことを目的として､ 

退職時に「宿泊施設特別利用者証」（利用期限なし）を発行しています。施設に到着した 

際に、フロントで利用者証を提示してください。 

  なお、利用者証を紛失したときは再発行しますので、下記まで連絡の上、申請してくだ 

さい。 

  

 

 

 

（注）「山の家・海の家利用補助券」又は財団法人鹿児島県教職員互助組合の「指定保養施

設宿泊利用補助券」を利用して「公立共済やすらぎの宿」に宿泊する場合は、本人資

格確認書類等※の提示による割引と併用できるときがありますので、予約の際に各施設

に確認してください。このとき、本人資格確認書類等※及び各利用補助券をフロントで

提示してください（本人資格確認書類等※の提示だけでは、各利用補助を受けることは

できません。組合員料金（割引料金）のみの適用になります。）。 

 

 

宿泊・保養施設を利用するとき 

談事業 

宿泊利用料金の割引 

公立学校共済組合鹿児島支部 福利係 

電 話 ０９９－２８６－５２０５ 

＜「公立共済やすらぎの宿」ホームページアドレス＞ 

http://www.kourituyasuragi.jp/  
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 やすらぎポイントカードについては、令和５年 11月 30日をもって、すべてのサービスを 

終了させていただきました。 

 

 

組合員（任意継続組合員を含む。）とその被扶養者及び退職者（本人のみ）は、下記の共 

済組合等が経営する宿泊施設（一部の施設を除く。）に、当該組合の組合員と同じ料金で宿

泊することができます。施設に到着した際に、組合員及びその被扶養者は本人資格確認書

類等※を、退職者は「宿泊施設特別利用者証」（年金受給者は「年金証書の写し」でもよ

い。）をフロントで提示してください。 

 なお、宿泊利用料金は施設ごとに異なりますので、予約の際に確認してください。 

 

＜相互利用できる施設運営共済組合＞ 

 〇 地方職員共済組合         〇 警察共済組合 

 〇 市町村職員共済組合        〇 東京都職員共済組合 

 〇 都市職員共済組合         〇 指定都市職員共済組合 

 〇 全国市町村職員共済組合連合会   〇 文部科学省共済組合 

 〇 日本私立学校振興・共済事業団    

 

（注） 市町村職員共済組合、都市職員共済組合及び指定都市職員共済組合の一部の共済組 

合は相互利用ができない場合がありますので、各共済組合に確認してください。  

 

※ 本人資格確認書類等については、以下のいずれかを提示してください。      

⑴ マイナポータルの資格情報画面（保存したＰＤＦファイルでも可）         

⑵ 資格確認書                                

⑶ 公立共済メンバーズカード 

 公立共済メンバーズカードとは 

  入会金・年会費が無料ながら、旅行やショッピングなどにも便利なサービス・特典が付いた 

公立学校共済組合の組合員及び退職された方のためのクレジットカードです。 

 このカードを御提示いただくと、公立共済やすらぎの宿を御利用の際に組合員料金の適用を 

受けることができます。 

＜入会資格＞ 

１ 公立学校共済組合の組合員 

２ 公立学校共済組合の年金受給権者 

３ 公立学校共済組合の年金待機者、公立学校共済組合各支部長が１または２に掲げる者に準 

じると認めた者とします。 

やすらぎポイントカード 

宿泊施設の相互利用 

 

 

 




